
○
規

則

○
告

示

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

株
式
会
社
創
翔
の
里

代
表
取
締
役

若

狭

敏
晴

別
府
市
大
字
鶴
見

字
下
原
四
二
三
〇

番
地
五
三

か
ぼ
す
の
丘

荘

園

別
府
市
大
字
鶴
見

字
下
原
四
二
三
〇

番
地
五
三

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

秋

葉
通
り

別
府
市
楠
町
二
七

一
番
地
一
・
二
七

一
番
地
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援
、
居
宅
訪
問
型
児

童
発
達
支
援

規

則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
一

告

示

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

監

査

公

表

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
定
期
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

監
査
結
果
に
関
す
る
措
置
状
況
の
公
表
（
臨
時
監
査
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大

分
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
三
号
の
３
中
「
チ
エ
ン
ソ
ー
、
ブ
ツ
シ
ユ
ク
リ
ー
ナ
ー
」
を
「
チ
ェ
ン
ソ
ー
、
ブ
ッ
シ
ュ
ク

リ
ー
ナ
ー
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
の
３
中
「
四－

ア
ミ
ノ
ジ
フ
エ
ニ
ル
」
を
「
四－

ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ

ル
」
に
改
め
、
同
号
の
４
中
「
四－

ニ
ト
ロ
ジ
フ
エ
ニ
ル
」
を
「
四－

ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
」
に
改
め
、
同

号
の
１６
中
「
１５
」
を
「
１６
」
に
改
め
、
同
号
中
１６
を
１７
と
し
、
同
号
の
１５
中
「
ピ
ツ
チ
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
又

は
パ
ラ
フ
イ
ン
」
を
「
ピ
ッ
チ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
パ
ラ
フ
ィ
ン
」
に
改
め
、
同
号
中
１５
を
１６
と
し
、
１１

か
ら
１４
ま
で
を
１２
か
ら
１５
ま
で
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

三
・
′三－

ジ
ク
ロ
ロ－

四
・
′四－

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し

た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
百
二
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
事
業
者
に
つ
い
て
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
日

二

処
分
を
受
け
た
事
業
者
の
名
称
等

令

和

五

年

第
三
九
二
号

三
月
十
七
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

令
和
五
年
三
月
十
七
日

一



〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

山

の
手

別
府
市
山
の
手
町

三
二
六
七
番
地
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

武

蔵

国
東
市
武
蔵
町
内

田
字
外
田
六
七
番

地
二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

亀

川

別
府
市
亀
川
浜
田

町
一
一
二
九
番
地

二

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

石

垣

別
府
市
石
垣
東
七

丁
目
四
番
三
号

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

国

東

国
東
市
武
蔵
町
古

市
二
九
一
番
地

一
・
二
九
〇
番
地

一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

日

出
町

速
見
郡
日
出
町
川

崎
三
四
二
番
地
七

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援

〃

〃

か
ぼ
す
の
丘

春

木

別
府
市
大
字
北
石

垣
字
古
寺
一
四
八

〇
番
一

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、
児
童
発
達
支

援

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
区
名

事

業

名

認
可
年
月
日

竹
田
市
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
五
・

三
・

一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

三

処
分
の
内
容

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
の
取
消
処
分
を
行
っ
た
。

１

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
九
日
付
け
指
令
障
福
第
一
号
の
六
及
び
令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
付
け
指

令
障
福
第
一
号
の
四
二
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害

児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

２

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日
付
け
指
令
障
福
第
一
号
の
二
三
、
令
和
三
年
六
月
十
五
日
付
け
指
令

障
福
第
一
号
の
九
及
び
平
成
三
十
年
九
月
一
日
付
け
指
令
障
福
第
一
〇
〇
〇
号
の
六
五
で
通
知
し
た
放

課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
児
童
発
達
支
援
及
び
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所

支
援
事
業
者
の
指
定

３

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
付
け
指
令
障
福
第
一
〇
〇
〇
号
の
一
三
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

４

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
付
け
指
令
障
福
第
一
〇
〇
〇
号
の
七
七
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

５

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
日
付
け
指
令
障
福
第
一
〇
〇
〇
号
の
八
五
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

６

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
付
け
指
令
障
福
第
一
〇
〇
〇
号
の
三
七
及
び
令
和
二
年
八
月
二
十
六
日
付

け
指
令
障
福
第
一
号
の
二
一
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

７

令
和
二
年
六
月
三
十
日
付
け
指
令
障
福
第
一
号
の
一
五
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び

児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

８

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
付
け
指
令
障
福
第
一
号
の
五
二
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及

び
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

９

令
和
四
年
七
月
一
日
付
け
指
令
障
福
第
一
号
の
二
二
で
通
知
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
児

童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定

四

指
定
取
消
年
月
日

令
和
五
年
四
月
三
十
日

五

処
分
の
理
由

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
に
お
い
て
、
障
害
児
通
所
給
付
費
の
請
求
に
関
す
る
不
正
、
虚
偽
の
報
告

及
び
著
し
く
不
当
な
行
為
が
あ
っ
た
た
め
。

大
分
県
告
示
第
百
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
二
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
国

東
町
小
原
三
千
百
番
地
の
末
房
正
文
ほ
か
四
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
五
年
三
月
十
七
日

二



事

業

名

地
区
名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
整
備
事
業

高
地
下
池
地

区

令
五
・

三
・
一
七
か
ら

令
五
・

四
・

七
ま
で

国
東
市
役
所

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
豊
後
高

田
安
岐
線

豊
後
高
田
市
森
字
馬
草
田
六
八
七
番
一
か

ら豊
後
高
田
市
森
字
ヨ
モ
ギ
六
一
三
番
一
八

ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
七
・
一

〜
一
四
・
一

メ
ー
ト
ル

三
三
二
・
〇

豊
後
高
田
市
森
字
馬
草
田
六
八
七
番
一
地

先
か
ら

豊
後
高
田
市
森
字
ヨ
モ
ギ
六
一
三
番
二
一

ま
で

後

二
七
・
一

〜
一
二
・
五

三
三
二
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
豊
後
高
田
安
岐
線

豊
後
高
田
市
森
字
馬
草
田
六
八
七
番
一
地
先
か
ら

豊
後
高
田
市
森
字
ヨ
モ
ギ
六
一
三
番
二
一
ま
で

令
五
・

三
・
一
七

○
公

告

○
監

査

公

表

同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

由
布
市
挾
間
町
下
市
字
見
取
百
十
一
番
一
及
び
百
十
一
番
五
の
一
部
並
び
に
字
下
大
六
三
百
四
番
三
ほ

か
二
筆
の
各
地
先
里
道

二

開
発
区
域
の
面
積

四
千
百
三
十
五
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

大
分
市
大
字
横
尾
四
千
二
十
九
番
地

三
越
商
事
大
分
株
式
会
社

代
表
取
締
役

志

村

健

一

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
五
年
二
月
十
四
日

監
査
委
員
公
表
第
６９９号

令
和
４
年
１１月

２９日
付
け
監
査
第
６９５号

で
提
出
し
た
定
期
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
対
し
、
大
分

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
・
監
査
公
表
）

令
和
五
年
三
月
十
七
日

三



監
査
結
果
の
指
摘
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
総
務
部
）

指
摘
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
短
期
間

で
多
額
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

管
内
の
交
通
事
故
多
発
地
点
の
共
有
や
、
局
内
部
長

会
議
等
を
通
じ
た
繰
返
し
の
注
意
喚
起
、
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
ー
に
よ
る
実
技
講
習
の
開
催
な
ど
に
よ
り
、
職
員
の

交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図
っ
た
。

ま
た
、
長
距
離
通
勤
す
る
職
員
に
対
し
、
在
宅
勤
務

や
玖
珠
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
積
極
的
な
活
用
を
促

す
な
ど
、
長
距
離
・
長
時
間
の
運
転
と
な
ら
な
い
よ
う

な
配
慮
も
行
っ
た
。

今
後
と
も
、
よ
り
一
層
、
交
通
事
故
等
の
発
生
防

止
、
安
全
運
転
の
励
行
及
び
公
用
車
の
適
切
な
管
理
に

つ
い
て
、
職
員
へ
の
指
導
を
徹
底
す
る
。

（
知
事
部
局
・
企
画
振
興
部
）

指
摘
事
項

旅
費
に
つ
い
て
、
法
人
カ
ー
ド
に
よ
り
有
料
駐
車
場

を
利
用
し
、
県
内
旅
行
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅

行
命
令
を
発
し
て
い
な
い
事
例
が
多
数
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

旅
行
命
令
を
発
し
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
２３

件
に
つ
い
て
、
事
後
的
に
旅
行
命
令
を
発
す
る
処
理
を

行
い
旅
費
の
追
給
を
行
っ
た
。

再
発
防
止
の
た
め
、
旅
行
命
令
を
発
し
て
か
ら
法
人

監
査
実
施
日

令
和
４
年
６
月
１
日

か
ら
６
月
３
日
ま
で
、

令
和
４
年
７
月
８
日

令
和
４
年
７
月
１３日

、
令
和
４
年
８
月
１８日

監
査
対
象
機
関

大
分
県
西
部
振
興
局

芸
術
文
化
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課

カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
よ
う
職
員
に
周
知
徹
底
す
る

と
と
も
に
、
法
人
カ
ー
ド
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
法

人
カ
ー
ド
使
用
簿
に
旅
行
命
令
確
認
欄
を
新
設
し
、
申

請
者
と
管
理
者
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し

た
。ま
た
、
旅
行
命
令
を
発
せ
ず
に
旅
行
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
管
理
者
に
お
い
て
旅
行
命
令
申
請
状
況
の
確

認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

指
摘
事
項

佐
伯
港
県
営
２
号
上
屋
の
管
理
に
つ
い
て
、
同
上
屋

を
民
間
企
業
に
使
用
さ
せ
る
使
用
許
可
手
続
が
大
幅
に

遅
延
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

使
用
者
に
、
使
用
許
可
申
請
の
遅
延
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
を
指
導
し
、
令
和
４
年
度
は
期
限
内
に
提
出
さ

れ
て
い
る
。

今
後
も
引
続
き
、
使
用
者
に
申
請
書
の
早
期
提
出
を

促
す
こ
と
に
よ
り
、
使
用
許
可
申
請
書
の
提
出
期
限
の

遵
守
を
徹
底
さ
せ
る
。

（
病
院
局
）

指
摘
事
項

通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
支
給
要
件
を
満
た
さ

な
い
職
員
に
対
し
て
手
当
を
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

通
勤
手
当
を
認
定
し
て
い
る
職
員
の
徒
歩
に
よ
る
通

勤
距
離
を
経
路
検
索
サ
イ
ト
に
よ
り
２
ｋ
ｍ
以
上
で
あ

る
か
確
認
を
行
い
、
２
ｋ
ｍ
未
満
と
な
っ
た
職
員
に
は

徒
歩
の
経
路
を
確
認
の
上
、
過
去
５
年
に
遡
り
返
納
処

理
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
通
勤
手
当
の
認
定
に
お
い
て
は
、
徒
歩
に

よ
る
通
勤
経
路
（
最
短
）
と
距
離
を
確
認
の
上
、
経
路

図
を
認
定
簿
に
添
付
す
る
こ
と
と
し
、
年
度
末
、
年
度

当
初
に
は
、
総
務
班
内
で
の
研
修
等
に
よ
り
、
周
知
徹

底
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

令
和
４
年
５
月
１２日

か
ら
５
月
１３日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
８
日

令
和
４
年
６
月
１
日

か
ら
６
月
３
日
ま
で
、

令
和
４
年
６
月
２９日

佐
伯
土
木
事
務
所

病
院
局

県
知
事
及
び
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

２２年
法
律
第
６７号

）
第
１９９条

第
１４項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
５
年
３
月
１７日

大
分
県
監
査
委
員

長
谷
尾

雅
通

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

鴛
海

豊

大
分
県
監
査
委
員

戸
高

賢
史

１
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

２
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

四



監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
総
務
部
）

注
意
事
項

庁
舎
等
管
理
費
に
つ
い
て
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使

用
許
可
事
務
取
扱
要
領
と
は
異
な
る
計
算
方
法
を
用
い

た
こ
と
に
よ
り
、
過
小
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

要
領
と
異
な
る
計
算
方
法
を
用
い
た
庁
舎
等
管
理
費

に
つ
い
て
は
、
要
領
に
基
づ
い
た
計
算
方
法
で
再
計
算

し
、
過
小
徴
収
分
に
つ
い
て
は
年
度
内
に
処
理
す
る
よ

う
手
続
を
進
め
て
い
る
。

今
後
は
、
要
領
に
基
づ
い
た
計
算
方
法
と
な
っ
て
い

る
か
を
複
数
の
職
員
で
確
実
に
確
認
し
、
再
発
防
止
に

努
め
る
。

注
意
事
項

地
域
密
着
型
農
業
者
等
サ
ポ
ー
ト
体
制
強
化
事
業
に

よ
り
購
入
し
た
物
品
に
つ
い
て
、
会
計
規
則
で
定
め
る

物
品
の
処
分
及
び
部
外
貸
付
け
の
手
続
き
を
と
ら
ず
に

集
落
営
農
法
人
に
譲
渡
及
び
貸
付
け
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

大
分
県
会
計
規
則
１５４条

に
基
づ
く
貸
付
け
の
事
務

処
理
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
局
内
の
会
議
等
で
情
報
共
有
を
行
い
、
物

品
の
貸
付
け
等
と
捉
え
ら
れ
る
事
業
で
購
入
し
た
物
品

の
事
業
終
了
後
の
貸
付
け
等
の
手
続
に
つ
い
て
、
内
部

統
制
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
確
認
や
関
係
部
署
に
必

要
な
手
続
の
確
認
等
を
行
う
な
ど
、
同
様
の
事
例
が
発

生
し
な
い
よ
う
努
め
る
。

注
意
事
項

庁
舎
等
管
理
費
に
つ
い
て
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使

用
許
可
事
務
取
扱
要
領
と
は
異
な
る
計
算
方
法
を
用
い

た
こ
と
に
よ
り
、
過
小
又
は
過
大
に
徴
収
し
て
い
る
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

監
査
実
施
日

令
和
４
年
５
月
２３日

か
ら
５
月
２５日

ま
で
、

令
和
４
年
７
月
１
日

令
和
４
年
５
月
３０日

か
ら
６
月
１
日
ま
で
、

令
和
４
年
７
月
７
日

監
査
対
象
機
関

大
分
県
東
部
振
興
局

大
分
県
豊
肥
振
興
局

要
領
ど
お
り
に
再
計
算
し
た
結
果
に
基
づ
き
、
過
小

徴
収
・
過
大
徴
収
と
も
に
年
度
内
の
処
理
完
了
に
向
け

て
、
手
続
を
進
め
て
い
る
。

今
後
は
、
班
内
研
修
の
実
施
等
に
よ
り
他
の
職
員
が

確
実
に
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
体
制
を
構
築
し
、
要
領
に
基

づ
い
た
計
算
方
法
と
な
っ
て
い
る
か
を
複
数
の
職
員
で

確
実
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
発
防
止
に
努
め

る
。

注
意
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

交
通
事
故
防
止
に
つ
い
て
、
改
め
て
局
内
の
会
議
や

研
修
の
実
施
を
通
じ
て
職
員
へ
の
周
知
徹
底
・
意
識
の

醸
成
を
図
っ
た
。

今
後
も
、
機
会
あ
る
ご
と
に
職
員
へ
の
注
意
喚
起
や

研
修
を
行
い
、
交
通
事
故
の
再
発
防
止
に
努
め
る
。

注
意
事
項

中
津
市
多
文
化
共
生
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会
２０２２事

業
の
補
助
金
に
つ
い
て
、
大
会
参
加
料
の
収
入
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
助
対
象
経
費
か
ら
差
し
引
か
ず

補
助
金
を
過
大
に
交
付
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

過
大
に
交
付
し
て
い
た
補
助
金
に
つ
い
て
は
令
和
４

年
７
月
２８日

に
返
還
を
受
け
た
。

ま
た
、
補
助
金
の
交
付
手
続
に
つ
い
て
、
所
属
内
で

独
自
の
研
修
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
を
活
用
し
、
担
当
職
員
の
み
な
ら
ず
副
任
・
班
総

括
・
部
長
な
ど
決
裁
中
の
各
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を

徹
底
す
る
。

（
知
事
部
局
・
福
祉
保
健
部
）

注
意
事
項

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
使
用
料
に
つ
い
て
、

改
定
前
の
台
帳
価
格
に
よ
り
算
定
を
行
っ
た
こ
と
か

ら
、
使
用
料
を
過
大
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

令
和
４
年
６
月
１５日

か
ら
６
月
１７日

ま
で

令
和
４
年
６
月
３０日

、
令
和
４
年
８
月
９
日

大
分
県
北
部
振
興
局

障
害
福
祉
課

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

五



措
置
状
況

対
象
者
に
事
情
を
説
明
の
上
、
改
定
後
の
台
帳
価
格

で
再
度
算
定
を
行
い
、
過
大
徴
収
と
な
っ
た
額
に
つ
い

て
返
還
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
使
用
料
算
定
時
に
県
有
財
産
管
理
シ
ス
テ

ム
及
び
県
有
財
産
経
営
室
の
通
知
等
の
確
実
な
チ
ェ
ッ

ク
と
、
台
帳
価
格
の
改
定
状
況
の
確
認
を
徹
底
す
る
。

（
知
事
部
局
・
農
林
水
産
部
）

注
意
事
項

防
犯
カ
メ
ラ
及
び
消
火
器
の
部
外
貸
付
け
に
つ
い

て
、
指
定
管
理
に
係
る
基
本
協
定
書
の
変
更
手
続
を
と

ら
ず
に
、
指
定
管
理
者
に
貸
付
け
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

監
査
結
果
を
踏
ま
え
、
令
和
４
年
７
月
２７日

に
基
本

協
定
書
の
変
更
手
続
を
行
っ
た
。

備
品
等
の
新
た
な
貸
付
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
、

担
当
職
員
と
指
定
管
理
者
に
お
い
て
相
互
確
認
の
上
、

直
ち
に
基
本
協
定
書
の
変
更
手
続
を
行
う
と
と
も
に
、

班
総
括
に
よ
る
手
続
完
了
の
確
認
を
徹
底
す
る
。

注
意
事
項

次
代
へ
繋
ぐ
園
芸
産
地
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
標
準

事
業
費
に
含
ま
れ
る
電
照
ケ
ー
ブ
ル
を
標
準
事
業
費
外

と
し
て
補
助
対
象
事
業
費
を
算
定
し
、
補
助
金
を
過
大

に
交
付
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

過
大
交
付
分
の
返
還
を
受
け
た
。

ま
た
、
実
施
設
計
書
及
び
出
来
高
設
計
書
の
内
訳
書

に
お
け
る
、
部
材
毎
の
標
準
事
業
費
の
対
象
内
外
の
確

認
不
足
に
よ
り
発
生
し
た
た
め
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

基
づ
く
確
認
の
徹
底
、
担
当
者
向
け
研
修
会
の
実
施
等

に
よ
り
再
発
防
止
に
努
め
る
。

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

注
意
事
項

乗
用
芝
刈
り
機
の
部
外
貸
付
け
に
つ
い
て
、
必
要
な

手
続
を
と
ら
ず
に
、
指
定
管
理
者
に
貸
付
け
て
い
る
事

令
和
４
年
７
月
２５日

、
令
和
４
年
８
月
３０日

令
和
４
年
７
月
２７日

、
令
和
４
年
８
月
３０日

令
和
４
年
７
月
６
日
、

令
和
４
年
８
月
４
日

地
域
農
業
振
興
課

園
芸
振
興
課

河
川
課

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

速
や
か
に
「
大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
管
理
に

関
す
る
基
本
協
定
書
の
変
更
協
定
書
」
を
締
結
し
た
。

今
後
は
、
手
続
を
失
念
し
な
い
よ
う
に
、
指
定
管
理

者
に
貸
付
け
て
い
る
備
品
を
変
更
す
る
際
は
、
基
本
協

定
書
の
変
更
手
続
を
確
実
に
行
い
、
課
長
及
び
班
総
括

等
が
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
に
よ
り
再
発
防
止
を
図

る
。

注
意
事
項

施
設
整
備
課
が
設
計
、
別
府
土
木
事
務
所
が
施
工
監

理
し
新
築
し
た
国
東
警
察
署
の
電
気
室
扉
に
つ
い
て
、

施
工
完
了
後
、
気
圧
の
低
下
に
伴
う
不
具
合
が
判
明
し

た
こ
と
か
ら
、
通
風
用
の
ガ
ラ
リ
（
平
行
な
羽
板
）
付

き
の
扉
に
交
換
し
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

今
後
は
、
設
計
完
了
時
か
ら
工
事
発
注
ま
で
の
間
に

建
築
、
電
気
、
機
械
の
技
術
職
員
に
よ
る
調
整
会
議
を

開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
す

る
。具
体
的
に
は
、
施
設
整
備
課
で
作
成
し
て
い
る
設

計
・
工
事
監
理
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
（
事
例
集
）
等

を
基
に
、
特
に
建
築
、
電
気
、
機
械
職
員
間
の
連
携
を

要
す
る
事
項
を
整
理
し
た
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
新
た
に

作
成
し
、
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
や
、
過
去
の
同
様
の
建

物
の
仕
様
等
に
つ
い
て
調
整
会
議
で
確
認
・
検
討
す
る

と
と
も
に
、
情
報
共
有
も
徹
底
し
、
再
発
防
止
を
図

る
。

注
意
事
項

パ
ソ
コ
ン
（
リ
ー
ス
物
品
）
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に

よ
り
、
県
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

会
議
等
に
お
い
て
、
所
属
職
員
に
対
し
損
傷
事
案
の

発
生
原
因
等
に
つ
い
て
情
報
共
有
し
、
所
属
に
配
備
さ

れ
た
物
品
の
適
切
な
管
理
・
取
扱
い
に
つ
い
て
指
導
を

行
っ
た
。

令
和
４
年
７
月
１２日

、
令
和
４
年
８
月
３
日

令
和
４
年
５
月
９
日

か
ら
５
月
１０日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
２
日

施
設
整
備
課

国
東
土
木
事
務
所

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）
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今
後
も
、
引
続
き
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、
物
品

の
適
正
管
理
及
び
損
傷
防
止
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
行

い
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

注
意
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

交
通
安
全
に
つ
い
て
は
、
課
長
会
議
や
安
全
衛
生
委

員
会
な
ど
、
機
会
あ
る
ご
と
に
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い

る
が
、
改
め
て
全
職
員
に
対
し
、
交
通
事
故
防
止
の
注

意
喚
起
を
行
っ
た
。

ま
た
、
警
視
庁
等
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
危
険
予
知
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
し
た
。

今
後
も
引
続
き
、
会
議
等
で
交
通
事
故
防
止
対
策
の

指
導
や
注
意
喚
起
を
行
い
、
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を

図
り
、
交
通
事
故
の
再
発
防
止
に
努
め
る
。

注
意
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

当
該
職
員
に
対
し
て
は
、
日
頃
か
ら
慎
重
な
運
転
を

心
が
け
る
こ
と
等
、
改
め
て
事
故
防
止
に
つ
い
て
指
導

す
る
と
と
も
に
、
全
職
員
に
対
し
て
も
、
交
通
事
故
防

止
及
び
交
通
法
令
の
遵
守
に
つ
い
て
再
度
注
意
喚
起
を

行
っ
た
。

ま
た
、
所
内
安
全
衛
生
委
員
会
に
お
い
て
、
土
木
建

築
部
に
お
け
る
過
去
の
交
通
事
故
発
生
事
例
の
検
討
を

行
い
、
検
討
結
果
を
所
属
で
共
有
し
た
。

今
後
も
引
続
き
、
各
種
会
議
や
研
修
、
職
員
面
談
等

を
通
じ
て
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
交
通
事
故

再
発
防
止
に
努
め
る
。

注
意
事
項

ダ
ム
管
理
事
務
所
の
自
家
用
電
気
工
作
物
管
理
委
託

に
つ
い
て
、
電
気
事
業
法
及
び
保
安
規
程
に
お
い
て
隔

月
で
実
施
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
月
次
点
検

が
、
適
正
な
周
期
で
実
施
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

令
和
４
年
５
月
１６日

か
ら
５
月
１７日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
１０日

令
和
４
年
５
月
１１日

か
ら
５
月
１３日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
１０日

令
和
４
年
５
月
１２日

か
ら
５
月
１３日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
８
日

別
府
土
木
事
務
所

大
分
土
木
事
務
所

佐
伯
土
木
事
務
所

措
置
状
況

国
へ
の
保
安
管
理
業
務
外
部
委
託
承
認
申
請
の
手
続

に
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

委
託
契
約
更
新
時
に
受
託
者
が
変
更
と
な
る
可
能
性

が
常
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
契
約
の
期
間
延
長
等
に

よ
り
更
新
時
の
契
約
期
間
の
始
期
が
年
度
当
初
の
４
月

か
ら
６
月
に
な
る
よ
う
変
更
し
、
国
あ
て
の
承
認
申
請

手
続
に
十
分
な
期
間
を
確
保
す
る
よ
う
改
め
る
。

今
後
、
受
託
者
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
承
認
申
請

手
続
を
速
や
か
に
行
う
と
と
も
に
、
適
正
な
周
期
の
点

検
実
施
を
徹
底
す
る
。

注
意
事
項

定
期
刊
行
物
の
支
払
に
つ
い
て
、
請
求
書
を
紛
失
す

る
な
ど
し
て
未
払
い
に
気
付
か
ず
、
支
払
が
著
し
く
遅

延
し
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

遅
延
し
た
定
期
刊
行
物
の
支
払
に
つ
い
て
、
令
和
４

年
５
月
に
支
払
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
経
理
担
当
者
の
机
上
に
請
求
書
管
理
専
用

の
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
、
紛
失
防
止
を
徹
底
す
る
。

ま
た
、
定
期
刊
行
物
に
か
か
る
支
払
記
録
表
の
確
認

に
加
え
、
共
有
フ
ォ
ル
ダ
上
に
個
別
の
支
出
を
記
録
す

る
補
助
簿
を
作
成
し
、
当
該
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
定
期

的
な
支
出
の
確
認
を
徹
底
す
る
。

さ
ら
に
、
担
当
と
班
総
括
等
に
よ
り
複
数
人
で
確
認

を
行
う
こ
と
で
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
、
再
発
防
止

に
努
め
る
。

注
意
事
項

用
地
交
渉
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
業
務
に
従
事

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

用
地
交
渉
手
当
の
支
給
漏
れ
分
に
つ
い
て
、
令
和
４

年
６
月
に
追
給
し
た
。

今
後
は
、
用
地
交
渉
日
誌
の
様
式
に
、
シ
ス
テ
ム
入

力
を
行
っ
た
か
の
確
認
チ
ェ
ッ
ク
欄
を
新
た
に
設
け
、

当
該
手
当
の
申
請
漏
れ
を
防
止
す
る
。

令
和
４
年
８
月
２２日

か
ら
８
月
２３日

ま
で
、

令
和
４
年
１０月

１２日

令
和
４
年
５
月
１９日

か
ら
５
月
２０日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
１５日

豊
後
大
野
土
木
事
務

所玖
珠
土
木
事
務
所

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）
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ま
た
、
班
総
括
が
シ
ス
テ
ム
で
の
手
当
支
給
実
績
と

用
地
交
渉
日
誌
の
突
合
を
適
時
に
行
い
、
適
正
に
申
請

さ
れ
て
い
る
か
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

注
意
事
項

時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
業
務
の
都
合
に
よ

り
、
週
休
日
勤
務
の
振
替
や
休
日
勤
務
の
半
代
休
指
定

を
し
た
日
に
時
間
外
勤
務
を
命
令
し
た
際
、
休
憩
時
間

の
入
力
を
失
念
し
、
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

時
間
外
勤
務
手
当
を
過
支
給
し
た
職
員
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
６
月
に
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

ま
た
、
班
総
括
会
議
等
で
本
事
案
を
共
有
し
、
時
間

外
勤
務
命
令
の
入
力
方
法
に
つ
い
て
改
め
て
周
知
徹
底

を
図
っ
た
。

今
後
は
、
時
間
外
勤
務
命
令
を
行
う
際
は
、
勤
務
時

間
・
休
憩
時
間
・
移
動
時
間
等
の
確
認
に
つ
い
て
、
所

属
長
、
班
総
括
の
複
数
人
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を
確
実
に
行

い
、
制
度
に
基
づ
い
た
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
。

注
意
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
対
し
て
は
、
事
故
発
生
直

後
に
所
属
長
か
ら
危
険
予
測
運
転
の
指
導
を
行
っ
た
。

ま
た
、
全
職
員
に
対
し
て
は
、
交
通
安
全
教
室
や
安

全
衛
生
委
員
会
、
課
長
会
議
、
庁
内
連
絡
で
、
交
通
事

故
防
止
と
交
通
法
規
の
遵
守
徹
底
に
つ
い
て
注
意
喚
起

を
行
っ
た
。

今
後
も
引
続
き
、
講
習
会
や
会
議
等
で
事
故
防
止
対

策
の
指
導
や
注
意
喚
起
を
行
い
、
交
通
安
全
意
識
の
高

揚
を
図
り
、
交
通
事
故
防
止
に
努
め
る
。

（
病
院
局
）

注
意
事
項

会
計
年
度
任
用
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い

て
、
伺
定
め
に
よ
り
支
給
額
を
定
め
て
い
る
が
、
決
裁

の
途
中
で
金
額
を
変
更
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
更

令
和
４
年
５
月
９
日

か
ら
５
月
１０日

ま
で
、

令
和
４
年
６
月
２
日

令
和
４
年
６
月
１
日

か
ら
６
月
３
日
ま
で
、

令
和
４
年
６
月
２９日

中
津
土
木
事
務
所

病
院
局

前
の
金
額
の
ま
ま
決
裁
処
理
を
行
い
、
公
文
書
と
し
て

保
管
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

当
案
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
関
係
者
に
確
認
の

上
、
監
査
終
了
後
に
、
金
額
変
更
後
の
書
類
を
保
管
す

る
旨
の
起
案
及
び
決
裁
を
行
っ
た
。

ま
た
、
再
発
防
止
の
た
め
、
決
裁
事
務
と
文
書
管
理

事
務
の
研
修
会
を
実
施
し
た
。

（
警
察
本
部
・
警
備
部
）

注
意
事
項

公
用
車
を
損
傷
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
損
害
を

生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

本
件
事
案
発
生
後
、
事
故
を
起
こ
し
た
隊
員
に
対
し

て
面
接
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
全
隊
員
に
対
し
て
事

故
の
発
生
要
因
及
び
注
意
事
項
を
含
め
、
公
用
車
事
故

防
止
に
係
る
指
示
・
指
導
を
実
施
し
た
。

今
後
も
引
続
き
、
隊
員
に
対
し
、
朝
礼
や
定
例
会
を

通
じ
て
交
通
事
故
防
止
の
指
導
を
反
復
・
継
続
し
て
実

施
す
る
ほ
か
、
安
全
運
転
訓
練
を
行
い
、
交
通
安
全
意

識
の
高
揚
に
取
組
む
。

令
和
４
年
８
月
４
日
、

令
和
４
年
８
月
２９日

機
動
隊

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

監
査
実
施
日

監
査
対
象
機
関

監
査
委
員
公
表
第
７００号

令
和
４
年
１１月

２９日
付
け
監
査
第
７００号

で
提
出
し
た
臨
時
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
に
対
し
、
大
分

県
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
、
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律

第
６７号

）
第
１９９条

第
１４項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
５
年
３
月
１７日

大
分
県
監
査
委
員

長
谷
尾

雅
通

大
分
県
監
査
委
員

長
野

恭
子

大
分
県
監
査
委
員

鴛
海

豊

大
分
県
監
査
委
員

戸
高

賢
史

１
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

八



注
意
事
項

寮
生
活
で
使
用
す
る
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
や
洗
濯

用
洗
剤
な
ど
の
物
品
購
入
に
つ
い
て
、
保
護
者
か
ら
集

金
し
て
学
校
取
扱
金
か
ら
支
出
す
べ
き
も
の
を
、
公
費

で
支
出
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

令
和
４
年
度
か
ら
寮
に
係
る
経
費
負
担
を
①
公
費
、

②
寮
費
、
③
個
人
の
３
種
類
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
で

負
担
す
べ
き
も
の
を
明
確
に
し
た
。

今
後
は
、
「
学
校
私
費
会
計
取
扱
要
領
」
及
び
「
寄

宿
舎
に
お
け
る
光
熱
水
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通

知
）
」
に
基
づ
き
適
切
な
寮
運
営
を
行
う
。

令
和
４
年
４
月
２０日

国
東
高
等
学
校

令
和
五
年
三
月
十
七
日

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

九


